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一

は
じ
め
に

民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
定
め
る
い
わ
ゆ
る
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
が
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
規
定
す
る
法
の
下
の
平

等
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
学
説
、
判
例
と
も
に
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
最
高
裁
判

所
は
、
平
成
一
五
年
三
月
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
件
で
合
憲
判
決
を
下
し（
１
）

た
。
平
成
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一
五
年
最
高
裁
判
決
は
、
同
じ
く
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
平
成
七
年
の
最
高
裁
判
所
大
法
廷
決
定
を
引
用
す
る
だ

け
の
き
わ
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
嫡
出
子
の
扱
い
を
含
め
て
民
法
改
正
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る（
２
）

中
、
最
高
裁
判
所
が

平
成
七
年
、
平
成
一
二
年
と
立
て
続
け
に
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
に
つ
い
て
の
合
憲
判
決
を
下
し
た
こ
と
は
、
憲
法
学
の

み
な
ら
ず
、
社
会
的
に
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
平
成
一
五
年
判
決
を
契
機
と
し
て
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
に
関
す
る
判
例
を
下
級
裁
判
所
判
決
を

含
め
て
今
一
度
検
討
し
、
判
例
の
評
価
を
含
め
た
上
で
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
に
関
す
る
学
説
・
判
例
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

二

判
例
の
動
向

（
一
）
最
高
裁
判
所

�
平
成
七
年
七
月
五
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
決（
３
）

定

平
成
七
年
大
法
廷
決
定
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
初
め
て
の
判
断
で
あ
り
、
本
判
決
は
、

後
の
下
級
裁
判
所
の
裁
判
を
方
向
づ
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
件
決
定
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
評
釈

が
な
さ
れ
て
お
り
、
複
雑
な
背
景
を
持
つ
事
案
に
つ
い
て
も
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い（
４
）

る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
事
案
を

省
略
し
、
判
旨
、
三
つ
の
補
足
意
見
、
反
対
意
見
、
追
加
反
対
意
見
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
。

判
旨
は
ま
ず
、
憲
法
二
四
条
二
項
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
す
る
こ
と
を
求
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
立
法
府

が
相
続
制
度
を
設
け
る
場
合
、
伝
統
、
社
会
事
情
、
国
民
感
情
な
ど
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
相
続

は
家
族
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
具
体
的
な
相
続
制
度
を
考
え
る
と
き
、
婚
姻

判 例 研 究
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な
い
し
親
子
関
係
に
関
す
る
規
律
等
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
、
相
続
制
度
を
ど

の
よ
う
に
定
め
る
か
は
、
立
法
府
の
合
理
的
な
裁
量
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
憲
法
一
四
条
一
項
は
合
理
的
理
由
の
な
い

差
別
を
禁
止
す
る
。
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
合
理
的
な
差
別
か
否
か
は
、
立
法
理
由
の
合
理
性
と
、
嫡
出
子
と
非
嫡
出

子
の
区
別
が
立
法
理
由
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
立
法
府
の
合
理
的
な
裁
量
判
断
の
限
界
を
超
え
て
い
る
か
否

か
に
よ
り
判
断
す
る
。
民
法
七
三
九
条
一
項
は
法
律
婚
主
義
、
同
法
七
三
二
条
は
一
夫
一
婦
制
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
憲

法
二
四
条
一
項
に
違
反
し
な
い
。
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
理
由
は
法
律
婚
の
尊
重
と
非
嫡
出
子
の
立
場
の
尊
重
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
立
法
理
由
に
は
合
理
的
な
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
規
定
は
立
法
理

由
と
の
関
連
に
お
い
て
著
し
く
不
合
理
で
あ
り
、
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
合
理
的
な
裁
量
判
断
の
限
界
を
超
え
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
さ
ら
に
、
法
定
相
続
が
遺
言
な
ど
の
な
い
場
合
の
補
充
的
な
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
民
法
九
〇
〇
条
四

号
た
だ
し
書
前
段
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
禁
止
す
る
合
理
的
な
理
由
の
な
い
差
別
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

可
部
恒
雄
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
は
、
被
相
続
人
の
財
産
を
相
続
す
る
家
族
に
関
し
、
独
特
の
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

法
律
婚
に
基
づ
く
配
偶
者
を
「
老
後
の
生
計
を
被
相
続
人
の
遺
産
に
よ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
配
偶
者
」
と
し
、
さ
ら
に
主
た
る

相
続
財
産
と
し
て
居
住
用
不
動
産
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
の
下
、
配
偶
者
が
相
続
財
産
の
二
分
の
一
を
相
続
し
、
残

る
二
分
の
一
を
誰
が
相
続
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
配
偶
者
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
法
律
婚
に
基

づ
き
家
族
を
築
い
た
配
偶
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
残
る
二
分
の
一
の
相
続
財
産
を
婚
内
子
と
婚
外
子
と
で
一
律
に
相
続
す
る
と
い
う

の
は
た
や
す
く
容
認
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
民
法
の
採
用
す
る
法
律
婚
主
義
の
下
で
は
、
配
偶
者
に
次
ぐ
相
続
人
と
な

る
べ
き
者
は
婚
内
子
で
あ
り
、
婚
内
子
と
婚
外
子
と
の
間
で
相
続
分
に
つ
い
て
差
が
生
じ
る
の
は
法
律
婚
主
義
の
論
理
的
帰
結
と
も
言

う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
婚
主
義
を
採
用
し
、
こ
れ
を
維
持
す
べ
き
も
の
と
す
る
前
提
に
立
つ
以
上
、
生
前
贈

非嫡出子相続差別の合憲性
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与
、
遺
贈
、
相
続
分
の
指
定
の
な
い
場
合
の
補
充
的
規
定
と
し
て
法
定
相
続
を
位
置
づ
け
て
い
る
民
法
の
定
め
に
お
い
て
、
民
法
九
〇

〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
は
も
と
よ
り
立
法
裁
量
の
範
囲
内
に
属
し
、
違
憲
の
問
題
を
生
ず
べ
き
実
質
を
有
し
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ

る
。大

西
勝
也
裁
判
官
の
補
足
意
見
（
園
部
逸
夫
裁
判
官
も
同
調
）
は
、
判
旨
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
立
法
理
由
に
つ
い
て
、
社
会
事
情
、

国
民
感
情
、
国
際
的
な
環
境
等
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
合
理
性
の
根
拠
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
未
だ
立
法
府
に
与
え
ら

れ
た
合
理
的
な
裁
量
判
断
の
限
界
を
超
え
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
だ
け

に
着
目
す
る
と
、
非
嫡
出
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
相
続
分
の
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
は
、
立
法
理
由
と
の
関
連
に
お
け
る
合
理
性
に

か
な
り
の
程
度
の
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
、
相
続
、
婚
姻
、
親
子
関
係
に
関
す
る
民
法
の
他
の

規
定
と
総
合
的
に
判
断
す
る
な
ら
ば
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
は
現
時
点
に
お
い
て
立
法
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
著
し

く
不
合
理
で
あ
る
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。

千
種
秀
夫
裁
判
官
、
河
合
伸
一
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
親
族
・
相
続
制
度
の
一
部
分
を
構

成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
。
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
無
効
と
す
る
場
合
に
は
、
他
の
条
文
と
の
関

連
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
変
更
す
る
に
は
制
度
全
般
へ
の
目

配
り
が
必
要
で
あ
り
、
基
本
的
に
そ
の
変
更
は
あ
く
ま
で
も
立
法
作
用
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
法
規
の
合
理
性
が
著
し

く
失
わ
れ
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
照
ら
し
、
と
う
て
い
容
認
で
き
な
い
段
階
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
立
法
を
待
つ
ま
で
も
な
く
裁
判

所
が
違
憲
と
宣
言
し
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
そ
の
状
態
に
至
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。

中
島
敏
次
郎
裁
判
官
、
大
野
正
男
裁
判
官
、
高
橋
久
子
裁
判
官
、
尾
崎
行
信
裁
判
官
、
遠
藤
光
男
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
に
お
い

て
も
、
相
続
制
度
は
、
社
会
の
諸
条
件
や
親
族
各
人
の
利
益
の
調
整
等
を
考
慮
し
た
総
合
的
な
立
法
政
策
の
所
産
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

判 例 研 究
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し
か
し
同
時
に
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
に
よ
る
相
続
差
別
は
、
個
人
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
憲
法
上
の
問
題
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
反
対
意
見
は
、
立
法
府
が
相
続
制
度
を
創
設
す
る
に
際
し
、
憲
法
二
四
条
二
項
の
み
な
ら
ず
憲
法
一
三
条
に
も
拘
束

さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
制
度
に
関
す
る
立
法
裁
量
に
は
憲
法
上
の
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
憲
法
一
四
条
一
項

は
、
不
合
理
な
差
別
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
定
め
る
差
別
が
合
理
的
か
否
か
は
、
財
産

的
利
益
に
関
す
る
も
の
の
よ
う
に
単
な
る
合
理
性
の
存
否
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
。
本
条
項
は
精
神
的
自
由
に
直
接
か
か
わ

る
事
項
で
は
な
い
が
、
個
人
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
多
数
意
見
の
よ
う
に
合
理
性
の
存
否
に
よ
っ
て
判
断
す

べ
き
で
は
な
く
、
立
法
目
的
自
体
の
合
理
性
お
よ
び
そ
の
手
段
と
の
実
質
的
関
連
性
に
つ
い
て
よ
り
強
い
合
理
性
の
存
否
が
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
反
対
意
見
も
多
数
意
見
が
立
法
理
由
と
す
る
婚
姻
の
保
護
に
つ
い
て
は
賛
同
す
る
。
し
か
し
、
相
続

に
お
け
る
個
人
の
尊
厳
を
求
め
る
憲
法
二
四
条
二
項
に
鑑
み
る
と
、
出
生
に
つ
い
て
責
任
を
有
さ
ず
、
自
ら
の
意
思
や
努
力
に
よ
っ
て

変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
嫡
出
子
に
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
法
律
上
差
別
す
る
こ
と
は
、
立
法
目
的
の
枠
を
超

え
る
も
の
で
あ
り
、
立
法
目
的
と
手
段
と
の
実
質
的
関
連
性
は
認
め
ら
れ
ず
合
理
的
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
多
数
意
見
の
挙
げ
る
も

う
一
つ
の
立
法
理
由
で
あ
る
非
嫡
出
子
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
非
嫡
出
子
を
嫡
出
子
に
劣
る
と

社
会
的
に
理
解
す
る
一
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前

段
を
違
憲
と
判
断
し
て
も
、
当
然
に
そ
の
判
断
が
遡
及
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
付
言
さ
れ
て
い
る
。

尾
崎
行
信
裁
判
官
は
、
さ
ら
に
追
加
反
対
意
見
を
付
し
て
い
る
。
尾
崎
裁
判
官
は
、
非
嫡
出
子
相
続
差
別
の
合
憲
性
に
関
し
て
、
反

対
意
見
と
同
様
に
、
立
法
目
的
の
合
理
性
と
そ
の
手
段
と
の
実
質
的
関
連
性
の
存
否
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
、「
立
法
目
的
自
体
の
合
理
性
な
い
し
必
要
性
の
程
度
、
差
別
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
権
利
な
い
し
法
的
価
値
の
性
質
、
内
容
、

程
度
を
十
分
に
考
慮
し
、
そ
の
両
者
の
間
に
実
質
的
関
連
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

非嫡出子相続差別の合憲性
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民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
に
は
必
要
性
も
合
理
性
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
本
件
条
文
が
故
に
生
じ
る
犠
牲
は
人
の

精
神
生
活
の
阻
害
と
い
う
重
大
な
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
ま
た
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
な
く
と
も
、
具
体
的
事
情

に
適
し
た
結
果
に
達
す
る
方
法
は
他
に
存
在
す
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
本
件
規
定
の
立
法
目
的
と
非
嫡
出
子
と
の
差
別
と
の
間
に
は
到

底
実
質
的
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

�
平
成
一
二
年
一
月
二
七
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判（
５
）

決

本
件
第
一
小
法
廷
判
決
の
判
旨
は
全
面
的
に
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
を
引
用
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
判
旨
自
体
か
ら
何
ら
か
の

新
た
な
法
理
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
旨
に
は
補
足
意
見
、
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
反
対
意
見
は
、
平
成
七
年
大

法
廷
決
定
に
参
加
し
た
遠
藤
光
男
裁
判
官
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
お
い
て
遠
藤
裁
判
官
が
付
し
た
反

対
意
見
を
参
照
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
補
足
意
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

藤
井
正
雄
裁
判
官
に
よ
る
補
足
意
見
は
、
現
行
民
法
が
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
て
か
ら
の
社
会
情
勢
、
家
庭
環
境
、
婚
姻
傾
向
、

結
婚
観
等
の
激
し
い
変
化
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
法
制
定
後
の
事
情
の
変
化
が
、
法
律
の
憲
法
適
合
性
の
判
断
に
影
響

を
及
ぼ
し
、
憲
法
上
容
認
し
得
な
い
と
評
価
さ
れ
る
と
し
て
も
、「
そ
の
よ
う
な
評
価
に
至
っ
た
時
点
、
す
な
わ
わ
ち
合
憲
か
ら
違
憲

へ
と
飛
躍
的
な
移
行
を
裏
付
け
る
劇
的
な
社
会
変
動
を
ど
こ
に
捉
え
る
か
は
、
甚
だ
困
難
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
対

処
す
る
の
は
国
会
の
立
法
作
用
に
よ
る
の
が
望
ま
し
く
、
裁
判
所
は
、
混
乱
を
避
け
、
法
的
安
定
性
を
損
な
わ
な
い
配
慮
が
必
要
で
あ

る
と
論
じ
て
い
る
。

�

平
成
一
五
年
最
高
裁
判
決
―
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
第
二
小
法
廷
判
決
と
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
第
一
小
法
廷
判（
６
）

決
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第
二
小
法
廷
事
件
（
以
下
�
事
件
と
す
る
）
と
第
一
小
法
廷
事
件
（
以
下
�
事
件
と
す
る
）
は
、
同
じ
原
告
（
被
相
続
人
の
妻
と
嫡

出
子
二
名
）
と
参
加
人
（
非
嫡
出
子
二
名
）
に
よ
る
預
金
返
還
等
請
求
事
件
で
あ
る
が
、
被
告
た
る
金
融
機
関
が
異
な
る
た
め
二
つ
の

事
件
・
判
決
と
な
っ
て
い
る
。
両
事
件
で
の
争
点
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
法
の
下
の
平
等
に
違
反
す
る
か
否
か
で

あ
り
、
判
旨
は
�
・
�
事
件
共
通
で
あ（
７
）

る
。

判
旨
は
、「
非
嫡
出
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
相
続
分
の
二
分
の
一
と
定
め
た
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
規
定
が
憲
法

一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
最
高
裁
平
三
年
（
ク
）
第
一
四
三
号
同

七
年
七
月
五
日
大
法
廷
決
定
・
民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
）。
憲
法
一
四
条
一
項
違
反
を
い
う
論
旨
は
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
し
て
、
�
・
�
事
件
と
も
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

こ
の
判
旨
に
は
、
�
事
件
判
旨
に
梶
谷
玄
裁
判
官
と
滝
井
繁
男
裁
判
官
の
反
対
意
見
、
�
事
件
判
旨
に
島
田
仁
郎
裁
判
官
の
補
足
意

見
に
加
え
、
深
澤
武
久
裁
判
官
と
泉
徳
治
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。

�
事
件
判
旨
に
対
す
る
梶
谷
玄
裁
判
官
、
滝
井
繁
男
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
中
の
中
島
敏
次
郎
裁
判
官
、

大
野
正
男
裁
判
官
、
高
橋
久
子
裁
判
官
、
尾
崎
行
信
裁
判
官
、
遠
藤
光
男
裁
判
官
の
反
対
意
見
お
よ
び
尾
崎
行
信
裁
判
官
の
追
加
反
対

意
見
と
同
旨
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
以
下
の
点
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
内
外
に
お
い
て
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
の
区
別
を
な
く

し
て
い
く
方
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
国
際
化
が
進
み
価
値
観
が
多
様
化
し
て
家
族
の
生
活
の
態
様
も
一
様
で
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
応
じ

て
両
親
と
子
ど
も
と
の
関
係
も
様
々
な
変
容
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
親
が
婚
姻
と
い
う

外
形
を
採
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
そ
の
子
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
は
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
相
続
分
に
差
異

を
設
け
る
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
は
一
段
と
困
難
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し

書
の
規
定
の
合
憲
性
は
、
立
法
目
的
自
体
の
合
理
性
及
び
そ
の
手
段
と
の
実
質
的
関
連
性
に
つ
い
て
よ
り
強
い
合
理
性
の
基
準
に
よ
り

非嫡出子相続差別の合憲性
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審
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
基
準
に
よ
る
と
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
合
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
そ
う
困
難

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

�
事
件
判
旨
に
付
さ
れ
た
島
田
仁
郎
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
は
、
現
時
点
で
は
明
ら
か
に

違
憲
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
極
め
て
違
憲
の
疑
い
が
濃
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
も

そ
も
民
法
が
法
律
婚
主
義
を
採
用
し
た
結
果
と
し
て
、
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
区
別
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
合
理
的
な

も
の
で
あ
る
限
り
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
の
一
方
的
な
都
合
に
よ
り
決
ま

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
子
自
ら
の
意
思
や
努
力
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
一
四
条
一
項
の

精
神
に
照
ら
す
と
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
嫡
出
子
に
比
べ
て
不
利
益
を
受
け
る
の
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
必

要
が
あ
る
。
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
区
別
は
、
わ
が
国
の
伝
統
、
社
会
事
情
、
国
民
感
情
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
た

上
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
わ
が
国
の
家
族
形
態
や
国
民
の
意
識
の
変
化
に
は
相
当
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
平
成
七

年
大
法
廷
決
定
で
は
、
法
定
相
続
分
は
遺
言
の
補
充
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
留
分
を
考
え
る
と
必
ず
し
も
補
充
的
で

あ
る
と
ば
か
り
言
い
切
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
非
嫡
出
子
が
嫡
出
子
に
比
べ
法
定
相
続
分
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
財
産
上
の
不

利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
い
。
さ
ら
に
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
が
非
嫡
出
子
で
あ
る
と
い
う
精
神
的
な

不
利
益
を
与
え
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
違
憲
と
し
そ
の
適
用
を
排
除
す

る
に
は
、
そ
の
遡
及
効
や
関
連
規
定
と
の
整
合
性
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
十
分
な
検
討
と
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
が

な
い
ま
ま
に
直
ち
に
違
憲
無
効
と
判
決
す
る
と
大
き
な
混
乱
が
生
じ
法
的
安
定
性
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

違
憲
無
効
の
判
決
を
直
ち
に
出
す
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
い
る
。

深
澤
武
久
裁
判
官
の
反
対
意
見
で
は
、
憲
法
が
個
人
の
尊
厳
を
基
本
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
憲
法

判 例 研 究
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二
四
条
二
項
は
、
家
族
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
法
が
、
我
が
国
の
歴
史
、
伝
統
、
慣
習
、
社
会
的
諸
事
情
、
国
民
感
情
等
を
考
慮

し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
い
た
ず
ら
に
追
従
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
尊
厳
を
重
視
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
て

い
る
と
論
じ
る
。
非
嫡
出
子
か
嫡
出
子
か
と
い
う
こ
と
は
、「
出
生
に
よ
っ
て
定
ま
る
社
会
的
身
分
」
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
そ
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
は
、
非
嫡
出
子
を
社
会
的
身
分
に
基
づ
き
差
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
法
律
婚
の
尊
重
・
保
護
と
い
う
立
法
目
的
の
枠
を
超
え
て
お
り
、
そ
こ
に
立
法
目
的
と
手
段
と
の
実
質
的
関
連
性
は
な
く
、

差
別
の
合
理
的
理
由
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

�
事
件
判
旨
に
は
、
さ
ら
に
泉
徳
治
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
も
付
さ
れ
て
い
る
。
泉
裁
判
官
は
、
嫡
出
子
か
非
嫡
出
子
か
は
、「
自

己
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
、
出
生
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
嫡
出
で
な
い
子
と
い
う
地
位
な
い
し
身
分
」
で
あ
る
と
す
る
。
憲
法
一
四
条
一

項
は
「
社
会
的
身
分
」
を
特
に
掲
げ
て
、
社
会
的
身
分
等
に
よ
り
差
別
さ
れ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書

前
段
は
、
法
律
上
の
婚
姻
を
尊
重
し
保
護
す
る
と
い
う
立
法
目
的
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
に
は
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
目
的
達
成
の
手
段
が
、
立
法
目
的
の
促
進
に
寄
与
す
る
程
度
は
低
く
、
立
法
目
的
達
成
手
段
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
理
性
は
比
較
的
弱
い
。
一
方
、
嫡
出
で
な
い
子

が
被
る
平
等
原
則
、
個
人
と
し
て
の
尊
重
、
個
人
の
尊
厳
と
い
う
憲
法
理
念
に
か
か
わ
る
犠
牲
は
重
大
で
あ
り
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号

た
だ
し
書
前
段
に
こ
の
犠
牲
を
正
当
化
す
る
程
の
強
い
合
理
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

小

括
憲
法
二
四
条
二
項
は
、
婚
姻
や
相
続
に
つ
い
て
の
事
項
に
関
す
る
法
律
が
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を

規
定
し
て
い
る
。
憲
法
上
、
本
条
項
以
外
に
婚
姻
や
相
続
の
制
度
に
つ
い
て
直
接
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
条
文
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か

非嫡出子相続差別の合憲性
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ら
す
る
と
、
憲
法
か
ら
特
定
・
固
定
的
な
相
続
制
度
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
は
、
�

立
法
府
が
相
続
制
度
を
設
け
る
際
、
ど
の
よ
う
な
制
度
が
憲
法
上
求
め
ら
れ
る
の
か
、
�
憲
法
二
四
条
二
項
以
外
に
立
法
府
を
拘
束
す

る
条
文
が
存
在
す
る
の
か
、
�
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
合
理
的
な
差
別
か
否
か
に
つ
い
て
の
合
憲
性
判
断
基
準
と
し
て

ど
の
よ
う
な
も
の
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
答
え
た
最
高
裁
判
所
の
初
め
て
の
決
定
で
あ
る
。

平
成
七
年
大
法
廷
決
定
の
判
旨
に
よ
る
と
、
相
続
制
度
を
設
け
る
場
合
に
立
法
府
を
拘
束
す
る
の
は
、
憲
法
二
四
条
二
項
だ
け
で
あ

り
、
本
条
項
以
外
で
立
法
府
を
拘
束
す
る
憲
法
の
条
文
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
相
続
制
度
を
設
け
る

か
は
立
法
府
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
立
法
府
の
合
理
的
な
裁
量
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
が

憲
法
一
四
条
一
項
に
反
す
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
不
合
理
な
差
別
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
立
法
府
に
認
め
ら
れ
る
合
理
的
な

裁
量
判
断
の
限
界
を
超
え
て
い
な
い
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る
。
判
断
方
法
と
し
て
は
、
立
法
目
的
の
合
理
的
な
根
拠
が
あ
り
、
立
法

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
の
間
に
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
求
め
る
「
合
理
性
の
基
準
」
に
よ
り
判
断
す
べ
き

と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
の
判
旨
は
、
現
行
民
法
に
お
け
る
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
既
存
の
制
度
を
前
提
と
し
、
と
り
わ
け
、

法
律
婚
主
義
と
い
う
制
度
の
枠
内
で
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
設
け
る
こ
と
が
合
理
的
か
否
か
が
判
断
さ
れ
て
い
る
。

判
旨
に
よ
る
と
、そ
も
そ
も
法
律
婚
主
義
と
い
う
制
度
に
お
い
て
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
い
う
子
の
属
性
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
は「
や

む
を
得
な
い
と
こ
ろ
」
と
さ
れ
る
。
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
理
由
は
、
法
律
婚
主
義
を
保
護
す
る
と
同
時
に
非
嫡

出
子
の
立
場
を
尊
重
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
立
法
理
由
を
達
成
す
る
手
段
も
立
法

理
由
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。

こ
の
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
対
し
て
は
、
学
説
上
強
い
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
（
８
）

る
。
多
く
の
批
判
は
、「
出
生
に
つ
い
て
責
任
が
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あ
る
の
は
被
相
続
人
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
自
身
は
何
の
責
任
も
な
い
以
上
、
そ
の
身
分
は
自
ら
の
意
思
や
努
力
に
よ
っ
て
い
か
ん
も
し

が
た（
９
）

い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
が
婚
姻
の
保
護
・
尊
重
に
あ
る
と
し
て
も
、
非
嫡
出
子

の
差
別
は
立
法
目
的
の
枠
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
審
査
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
た
合
理
性
の
基
準
も
あ

ま
り
に
緩
や
か
で
あ
る
批
判
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
削
除
に
向
け
た
民
法
改
正
の
機
運
が

高
ま
る
中
、
こ
の
よ
う
な
大
法
廷
決
定
に
は
強
力
な
「
冷
水
効（
１０
）

果
」
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
学
説
の
批
判
を
受
け
よ
う
と
も
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
が
そ
の
後
の
裁
判
に
与
え
た
影
響
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
平
成
一
二
年
判
決
、
平
成
一
五
年
判
決
、
い
ず
れ
の
判
旨
も
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
を
引
用
す
る

だ
け
の
判
決
で
あ
る
。
判
旨
を
見
る
限
り
、
あ
た
か
も
最
高
裁
判
所
は
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
に
つ
い
て
の
思

考
を
停
止
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
一
五
年
判
決
に
付
さ
れ
た
反
対
意
見
に
は
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定

を
引
用
す
る
だ
け
の
判
旨
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
が
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
社
会
の
変
化
が
大
き
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
判
旨
が
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
の
問
題
性
で
あ
る
。
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
対
す
る

反
対
意
見
の
中
で
さ
え
も
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
規
定
し
た
立
法
当
初
と
決
定
時
点
に
お
け
る
社
会
状
況
の
変
化
に

つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
一
五
年
に
お
い
て
も
平
成
七
年
大

法
廷
決
定
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
な
ら
ば
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
と
現
実
の
社
会
状
況
と
の
間
の
乖
離
は

さ
ら
に
広
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
平
成
一
五
年
判
決
は
、
平
成
一
二
年
判
決
に
も
な
い
独
自
の
意
義
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

非嫡出子相続差別の合憲性

（阪大法学）５４（１―２７７）２７７〔２００４．５〕



（
二
）
下
級
裁
判
所

従
来
、
下
級
裁
判
所
に
お
い
て
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
に
つ
い
て
の
評
価
は
分
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

平
成
七
年
最
高
裁
大
法
廷
決
定
以
降
は
、
同
条
を
合
憲
と
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

平
成
七
年
以
前
の
合
憲
判
決
と
し
て
は
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
の
原
審
た
る
東
京
高
裁
平
成
三
年
三
月
二
九
日
決（
１１
）

定
、
第
一
審
決

（
１２
）

定
た
る
静
岡
家
裁
熱
海
出
張
所
平
成
二
年
決
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
成
三
年
東
京
高
裁
決
定
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段

の
合
憲
性
に
つ
い
て
何
ら
具
体
的
な
理
由
を
述
べ
ず
、「
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
を
も
っ
て
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
と

い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
他
に
右
規
定
を
無
効
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
単
に
判
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
東
京
高
裁
平
成
五
年
六
月
二
三
日
第
三
民
事
部
決（
１３
）

定
、
東
京
高
裁
平
成
六
年
一
一
月
三
〇
日
第
一
二
民
事
部
判

（
１４
）

決
、
横
浜
家
裁
川
崎
支
部
平
成
七
年
四
月
七
日
審（
１５
）

判
で
は
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

東
京
高
裁
平
成
五
年
決
定
、
東
京
高
裁
平
成
六
年
判
決
は
学
説
か
ら
の
評
価
が
非
常
に
高（
１６
）

い
。

平
成
五
年
東
京
高
裁
決
定
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
に
お
け
る
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
を
、
憲
法
一
四
条
一
項
の

「
社
会
的
身
分
」
に
よ
る
差
別
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
憲
法
一
四
条
一
項
の
「
社
会
的
身
分
」
と
は
、
出
生
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
社

会
的
な
地
位
ま
た
は
身
分
を
意
味
し
、
嫡
出
子
で
あ
る
か
非
嫡
出
子
で
あ
る
か
は
、
子
か
ら
す
れ
ば
出
生
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
社
会
的

な
地
位
ま
た
は
身
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

憲
法
一
四
条
一
項
は
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
差
別
的
な
取
り
扱
い
ま
で
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
そ
こ
で
民
法
九
〇
〇
条
四
号

た
だ
し
書
前
段
に
お
け
る
差
別
的
な
取
り
扱
い
が
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社

会
的
身
分
を
理
由
と
す
る
差
別
的
取
扱
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
尊
厳
、
人
格
価
値
の
平
等
を
至
上
の
も
の
と
し
た
憲
法
一
三
条
、
二
四

条
二
項
に
鑑
み
、
立
法
目
的
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
目
的
と
規
制
手
段
と
の
間
に
事
実
上
の
実
質
的
関
連
性
が
あ
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る
こ
と
が
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

法
律
婚
の
保
護
と
い
う
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
は
重
要
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
非
嫡
出
子
の
個

人
の
尊
厳
も
等
し
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法

目
的
と
立
法
目
的
達
成
手
段
と
の
間
に
は
事
実
上
の
実
質
的
関
連
性
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前

段
は
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
区
別
と
は
言
え
ず
、
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
と
決
定
さ
れ
た
。

平
成
六
年
東
京
高
裁
判
決
も
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
か
否
か
は
出
生
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
一
種
の
地
位
ま
た
は
身
分
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
事
由
に
基
づ
く
差
別
は
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
該
当
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
に
つ
い
て
は
、
法
律
婚
に
よ
っ
て
成
立
し
た
家
族
の
利
益
を
保
護
し
、
も
っ
て
正

当
な
婚
姻
家
族
を
奨
励
尊
重
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
立
法
目
的
は
必
ず
し
も
合
理
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
立
法
目
的
達
成
手
段
の
合
理
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
�
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が

あ
っ
て
も
、
父
母
が
婚
姻
外
の
関
係
を
避
け
、
法
律
上
の
婚
姻
手
続
を
と
る
と
は
考
え
が
た
く
、
正
当
な
婚
姻
を
奨
励
す
る
と
い
う
立

法
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
は
必
ず
し
も
実
効
性
が
な
い
。
�
相
続
人
が
配
偶
者
と
子
で
あ
る
場
合
、
妻
の
相
続
分
は
二
分
の
一

で
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
法
律
上
の
妻
の
保
護
に
は
必
ず
し
も
役
立
た
な
い
。
�
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
は
、
母
が
法
律
婚

に
よ
り
嫡
出
子
を
設
け
た
後
に
離
婚
し
た
後
に
、
再
婚
し
て
子
を
も
う
け
た
場
合
に
、
再
婚
が
事
実
婚
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
き
は
、
母

の
相
続
に
関
し
て
も
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
が
差
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
き
わ
め
て
不
合
理
な
結
果
と
な
る
。
�
嫡
出
子
も
非
嫡
出
子
も

相
続
分
は
一
応
等
し
い
も
の
と
し
た
上
で
、
寄
与
分
の
制
度
の
活
用
に
よ
っ
て
、
現
実
の
寄
与
、
貢
献
度
に
応
じ
た
分
配
を
は
か
る
方

が
妥
当
で
あ
る
。
�
遺
産
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
未
成
熟
児
を
扶
養
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
、
嫡
出
子
の
方
が
一
般
的
に
非
嫡
出

子
よ
り
も
扶
養
の
必
要
性
が
高
い
と
は
言
え
ず
、
相
続
制
度
の
対
極
に
あ
る
父
母
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
非
嫡
出
子
と
嫡
出
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子
と
の
間
に
差
異
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
判
旨
は
立
法
目
的
達
成
手
段
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
出
生
に
よ
る
差
別
は
本
人
の
意
思
や
努

力
に
よ
っ
て
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
事
由
に
よ
る
差
別
で
あ
り
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
趣
旨
か
ら
し
て
こ
の
よ
う
な
事
由
に
よ
る
差

別
は
極
力
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
は
、
立
法
府
の
裁
量
の
問
題

と
し
て
看
過
し
え
な
い
非
合
理
的
な
規
定
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
決
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
違
憲
と
評
価
す
る
下
級
裁
判
所
の
流
れ
を
覆
し
た
の
が
平
成
七
年
大
法
廷
決
定

で
あ
ろ
う
。
平
成
七
年
最
高
裁
大
法
廷
決
定
以
降
、
下
級
審
判
決
は
一
斉
に
同
条
を
合
憲
と
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
平
成
一
五
年
第
二
小
法
廷
判
決
の
前
審
た
る
第
一
審
（
東
京
地
判
平
一
四
・
三
・
一
）、
第
二
審
（
東
京
高
判
平
一
四
・
七
・
三

一
）、
平
成
一
五
年
第
一
小
法
廷
判
決
の
前
審
た
る
第
一
審
（
東
京
地
判
平
一
四
・
三
・
二
九
）、
第
二
審
（
東
京
高
判
判
平
一
四
・
九

・
二
五
）
の
い
ず
れ
も
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
を
先
例
と
し
な
が
ら
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
。

小

括
上
述
し
た
よ
う
に
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
以
降
は
下
級
裁
判
所
は
一
律
に
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
を
先
例
と
し
て
用
い
な
が
ら
、

民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
は
、
下
級
裁
判
所
で
の
判
決
を
合
憲
と
い
う

一
定
方
向
に
向
け
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
違
憲
と
判
断
し
た
東
京
高
裁
平
成
五
年
決
定
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
「
子
供
の
人
権

保
障
と
い
う
国
際
社
会
の
共
通
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
強
い
説
得
力
を
持
（
１７
）

つ
」
で
あ
る
と
か
、「
憲
法
の
定
め
る
個
人

の
尊
厳
、
法
の
下
の
平
等
を
強
調
し
、
最
近
強
ま
り
つ
つ
あ
る
国
際
法
上
の
諸
問
題
（�
外
圧
�
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
を
も
視
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野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
説
得
力
の
あ
る
判
旨
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ（
１８
）

う
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

三

学
説
の
動
向

民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
民
法
学
、
憲
法
学
の
両
者
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ま
で
様
々
に
議
論
さ

れ
て
お
り
、「
合
憲
説
・
違
憲
説
と
も
議
論
は
出
尽
く
し
て
い（
１９
）

る
」
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

民
法
学
の
立
場
か
ら
は
、
従
来
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
を
「
一
夫
一
婦
の
原
則
を
貫
こ
う
と
す
る
も
の
、

本
妻
の
立
場
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
捉
え
、「
非
嫡
出
子
の
地
位
が
不
利
と
な
る
の
は
、
全
く
そ
の
反
射
的
効
果
に
す
ぎ
な

（
２０
）

い
」
と
解
さ
れ
て
き
た
。

他
方
で
、
同
じ
民
法
学
の
立
場
か
ら
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
違
憲
と
考
え
る
学
説
も
あ（
２１
）

る
。
違
憲
説
は
、
民
法
九

〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
憲
法
一
四
条
一
項
の
法
の
下
の
平
等
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
、
後
段
列
挙
事
由
の
「
社
会
的
身
分
」
に

該
当
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
基
づ
い
て
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
向
け
ら
れ（
２２
）

る
。
違
憲
説

は
、
�
平
成
七
年
決
定
の
判
旨
の
言
う
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
著
し
く
不
合
理
か
否
か
は
立
法
府
の
合
理
的
裁
量
判
断

の
限
界
を
超
え
る
の
か
否
か
で
判
断
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
簡
単
で
説
得
力
を
欠
く
。
�
違
憲
・
合
憲
の
判
断
に
立
法
理
由

だ
け
を
挙
げ
る
の
は
、
そ
の
後
の
社
会
事
情
の
変
化
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
�
立
法
理
由
の
一
つ
で
あ
る
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
立
場

へ
の
配
慮
と
言
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
尊
重
」、「
配
慮
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
、
嫡
出
子
の

立
場
と
法
律
婚
と
い
う
制
度
を
等
置
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
違
憲
説
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
上
述
し
た
憲
法
学
の
立
場
か
ら
す
る

平
成
七
年
大
法
廷
決
定
へ
の
批
判
と
重
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

憲
法
学
に
お
い
て
も
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
た
だ
し
書
に
つ
い
て
は
合
憲
説
と
違
憲
説
に
分
か
れ
て
い
る
。
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両
説
と
も
、
憲
法
一
四
条
一
項
は
、
合
理
的
な
区
別
を
許
容
し
、
不
合
理
な
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
点
に
つ
い
て

は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
目
的
と
目
的
達
成
手
段
と
の
間
の
関
連
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
審
査
基
準
を
用
い
る
の
か
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て

い
る
。

従
来
、
合
憲
説
に
よ
る
と
、
憲
法
二
四
条
が
婚
姻
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立

法
目
的
が
合
理
的
で
あ
れ
ば
、
目
的
達
成
手
段
を
問
わ
ず
と
も
合
憲
と
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い（
２３
）

た
。
す
な
わ
ち
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号

た
だ
し
書
前
段
は
、「（
憲
法
二
四
条
の
、
括
弧
内
筆
者
）
婚
姻
尊
重
の
態
度
か
ら
、
嫡
出
と
い
う
こ
と
が
、
身
分
関
係
に
も
差
違
を
生

じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
敢
え
て
違
憲
と
は
言
え
な（
２４
）

い
」
で
あ
る
と
か
、「
憲
法
が
婚
姻
に
重
き
を
お
い
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
お
そ

ら
く
憲
法
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ（
２５
）

う
」
と
さ
れ
た
。

合
憲
説
に
よ
る
と
、
従
来
、
実
際
の
区
別
が
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
く
の
か
、
不
合
理
な
も
の
な
の
か
を
判
断
す
る
手
法
は
き
わ
め

て
不
明
確
で
あ
で
あ
っ
た
。「
職
業
裁
判
官
の
い
わ
ば
『
永
年
の
勘
』
で
判
断
す
る
か
、
ま
た
は
、
国
会
に
お
け
る
当
該
法
律
案
の
『
趣

旨
説
明
』
を
差
別
的
取
扱
い
の
『
合
理
的
根
拠
』
と
し
て
き（
２６
）

た
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
違
憲
審
査
基
準
論
の
展
開
の（
２７
）

中
で
、
当
該
差
別
が
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
、
立
法
目
的
と
目
的
達

成
手
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
合
理
性
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ（
２８
）

た
。

現
在
、
最
高
裁
判
所
は
、「
合
理
性
の
基
準
」
に
基
づ
き
差
別
が
合
理
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
。
合
理
性
の
基
準
と
は
、

立
法
目
的
の
合
理
性
、
立
法
目
的
と
目
的
達
成
手
段
と
の
間
に
実
質
的
関
連
性
を
求
め
、
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
合
理
的
裁
量
判
断
の

余
地
を
逸
脱
す
る
場
合
に
は
不
合
理
な
差
別
で
あ
る
と
す
る
基
準
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
基
準
に
よ
る
な
ら
ば
、
何
が

合
理
的
で
何
が
不
合
理
な
の
か
の
判
断
を
解
釈
者
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
さ
ら
に
は
、
基
準
自
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体
が
曖
昧
で
あ
り
、
厳
格
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
平
等
権
の
「
自
壊
作
用
を
招
く
お
そ（
２９
）

れ
」
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
合
憲
説
に
よ
る
と
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
は
何
ら
特
段
の
意
味
は
な
く
、
単
な
る
差
別
の
例
示
に
す
ぎ
な
い

と
解
さ
れ
る
（
例
示
説
）。
最
高
裁
判
所
も
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
を
単
な
る
例
示
と
解
し
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
争

わ
れ
て
い
る
差
別
が
合
理
的
な
根
拠
を
有
す
る
か
否
か
を
合
理
性
の
基
準
を
用
い
て
判
断
し
て
い（
３０
）

る
。
例
示
列
挙
説
に
対
し
て
は
、
憲

法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
の
意
味
が
希
薄
に
な
る
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
学
説
が
一
四
条

一
項
後
段
列
挙
事
由
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
り
、
非
嫡
出
子
を
後
段
列
挙
の
中
に
含
ま
せ
た
上
で
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段

を
違
憲
と
解
釈
し
て
い（
３１
）

る
。

違
憲
説
も
、
憲
法
一
四
条
一
項
は
合
理
的
な
差
別
を
認
め
不
合
理
な
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
上
で
、
�
差
別
の
事

由
（
人
種
、
信
条
等
）
の
違
い
や
平
等
原
則
と
関
わ
る
権
利
の
性
質
と
の
違
い
に
応
じ
て
審
査
の
厳
格
度
に
差
異
が
あ
る
こ
と
、
�
立

法
目
的
と
、
目
的
達
成
手
段
の
両
側
面
か
ら
合
理
性
の
有
無
を
判
断
す
る
形
式
が
求
め
ら
れ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い（
３２
）

る
。
こ
の
よ
う
な

主
張
に
基
づ
い
て
提
唱
さ
れ
た
の
が
、「
三
段
階
審
査
基
準
」
で
あ（
３３
）

る
。
こ
の
三
段
階
審
査
基
準
と
は
、
個
々
の
差
別
を
疑
わ
れ
る
事

由
に
よ
り
審
査
基
準
を
使
い
分
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
審
査
基
準
と
し
て
は
、
必
要
不
可
欠
な
公
益
の
基
準（
厳
格
審
査
テ
ス
ト
）、

合
理
的
根
拠
の
基
準
（
合
理
的
関
連
性
テ
ス
ト
）、
実
質
的
な
合
理
的
関
連
性
の
基
準
（
中
間
審
査
基
準
、
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。

必
要
不
可
欠
な
公
益
の
基
準
（
厳
格
審
査
テ
ス
ト
）
と
は
、
立
法
目
的
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
公
益
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
立
法

目
的
達
成
手
段
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
こ
と
を
公
権
力
の
側
で
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
段
階

審
査
基
準
の
中
で
も
も
っ
と
も
厳
格
な
審
査
基
準
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

合
理
的
根
拠
の
基
準
（
合
理
的
関
連
性
テ
ス
ト
）
と
は
、
立
法
目
的
が
正
当
で
あ
り
、
具
体
的
な
区
別
が
立
法
目
的
達
成
に
合
理
的
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に
関
連
し
て
い
る
か
否
か
に
基
づ
い
て
審
査
す
る
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
目
的
と
手
段
と
の
間
に
関
連
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
が
、
ど
の
適
合
性
を
審
査
す
る
に
当
た
っ
て
立
法
府
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
に
は
合
憲
性
が
推
定

さ
れ
、
違
憲
を
主
張
す
る
側
が
差
別
に
合
理
的
根
拠
が
な
い
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
質
的
な
合
理
的
関
連
性
の
基
準
（
中
間
審
査
基
準
、
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
）
と
は
、
立
法
目
的
が
重
要
で
あ
り
、
立
法
目
的
と

規
制
手
段
と
の
間
に
事
実
上
の
実
質
的
関
連
性
が
あ
る
か
否
か
に
基
づ
い
て
審
査
す
る
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
公
権
力
の
側
が
論
証
す

る
責
務
を
負
う
。
た
と
え
ば
、
一
四
条
後
段
列
挙
事
由
の
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
に
よ
る
差
別
の
場
合
に
こ
の
基
準
が
用
い
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
な
三
段
階
の
審
査
基
準
は
、
現
在
で
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
特
別
の
意
味
を
持
た
せ
（
特
別
意
味
説
）、

さ
ら
に
後
段
列
挙
事
由
以
外
に
基
づ
く
差
別
に
つ
い
て
は
自
由
権
規
制
立
法
に
対
す
る
審
査
基
準
で
あ
る
二
重
の
基
準
論
を
加
味
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い（
３４
）

る
。

特
別
意
味
説
に
よ
る
と
、
後
段
列
挙
事
由
は
、
禁
止
さ
れ
る
差
別
の
中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
事
由

に
よ
る
差
別
に
は
原
則
と
し
て
不
合
理
が
推
定
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
憲
法
は
、
平
等
思
想
の
根
源
と
過
去
の
経
験
（
過
去
の

悲
惨
な
差
別
、
本
人
の
努
力
に
よ
っ
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
社
会
的
汚
名
、
等
々
）
に
鑑
み
、
一
定
の
事
項
（
後
段
列
挙
事
項
）
に

つ
い
て
は
特
に
『
差
別
』
を
警
戒
し
、
そ
の
事
項
に
関
し
て
は
や
む
に
や
ま
れ
ざ
る
特
別
の
事
情
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
『
差
別
』
と

し
て
禁
止
す
る
趣
旨
（『
差
別
』
に
つ
き
疑
わ
し
い
範
疇
）
と
解
す
べ（
３５
）

き
」
な
の
で
あ（
３６
）

る
。
ま
た
、
後
段
列
挙
事
由
に
よ
る
区
別
の
場

合
に
は
原
則
と
し
て
不
合
理
と
推
定
し
、
こ
れ
を
合
憲
と
す
る
た
め
に
は
強
度
の
正
当
化
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
挙
証
責
任
は
公

権
力
側
が
負
う
と
主
張
す
る
見
解
も
あ（
３７
）

る
。
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
は
単
な
る
差
別
の
例
で
は
な
く
、
差
別
の
中
で
も
原
則

的
に
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
合
理
性
の
基
準
に
よ
り
審
査
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
し
た
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が
っ
て
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
の
中
で
も
人
種
や
門
地
に
よ
る
差
別
に
つ
い
て
は
、
必
要
不
可
欠
な
公
益
の
基
準
に
よ
っ

て
審
査
し
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
に
よ
る
差
別
の
場
合
に
は
実
質
的
な
合
理
的
関
連
性
の
基
準
に
よ
り
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と

主
張
さ
れ
て
い（
３８
）

る
。

憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
以
外
の
理
由
に
基
づ
く
差
別
の
場
合
に
は
、
二
重
の
基
準
論
が
審
査
基
準
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
精
神
的
自
由
な
い
し
は
そ
れ
と
関
連
す
る
問
題
に
関
し
て
法
の
下
の
平
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
以
外
の
自

由
に
関
し
て
法
の
下
の
平
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
審
査
基
準
を
分
け
た
上
で
、
立
法
目
的
と
目
的
達
成
手

段
の
二
つ
の
側
面
か
ら
合
理
性
の
有
無
を
判
断
す
る
の
で
あ（
３９
）

る
。

精
神
的
自
由
や
選
挙
権
な
ど
精
神
的
自
由
に
関
連
す
る
事
柄
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
に
よ

り
審
査
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
精
神
的
自
由
や
そ
れ
に
関
連
す
る
自
由
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
基
本
的
に
合
理
的
根
拠
の
基
準
で
よ
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
経
済
的
自
由
の
中
で
も
消
極
目
的
規
制
の
場
合
に
は
、

厳
格
な
合
理
性
の
基
準
が
適
用
さ
れ
、
立
法
目
的
の
重
要
性
（
重
要
性
と
は
、
正
当
よ
り
も
審
査
が
厳
し
く
、
不
可
欠
よ
り
は
弱
い
と

い
う
意
味
）
と
、
立
法
目
的
と
目
的
達
成
手
段
と
の
間
に
実
質
的
な
関
連
性
が
存
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ（
４０
）

る
。

そ
こ
で
、
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
が
、
非
嫡
出
子
た
る
地
位
が
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
の「
社

会
的
身
分
」
に
該
当
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

社
会
的
身
分
と
は
、「
一
般
に
人
が
社
会
に
お
い
て
占
め
る
地（
４１
）

位
」
の
こ
と
を
指
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
身
分
が
何
を
意
味

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
�
出
生
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
自
己
の
意
思
で
変
え
ら
れ
な
い
社
会
的
な
地（
４２
）

位
、
�
社
会
に
お
い
て
後
天
的
に
占

め
る
地
位
で
一
定
の
社
会
的
評
価
を
伴
う
も
の
、
�
広
く
社
会
に
お
い
て
あ
る
程
度
継
続
的
に
占
め
て
い
る
地（
４３
）

位
、
な
ど
様
々
に
解
さ

れ
て
い
る
。

非嫡出子相続差別の合憲性

（阪大法学）５４（１―２８５）２８５〔２００４．５〕



憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
を
特
別
意
味
説
に
立
ち
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
社
会
的
身
分
が
�
、
�
、
�
の
学
説
の
内
、
ど
れ
に

な
る
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
多
数
説
に
よ
る
と
、
社
会
的
身
分
は
�
説
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い（
４４
）

る
。
こ
の
説
に
よ
る

な
ら
ば
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
こ
と
は
、
当
人
の
努
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
出
生
に
基
づ
き
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
と
い

う
法
的
な
地
位
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
後
段
列
挙
事
由
の
「
社
会
的
身
分
」
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ（
４５
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
九
〇

〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
審
査
基
準
と
し
て
は
、
単
な
る
合
理
性
の
基
準
で
は
と
う
て
い
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的

な
合
理
的
関
連
性
の
基
準
を
用
い
て
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ（
４６
）

る
。

厳
格
な
合
理
性
の
基
準
に
基
づ
い
て
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
審
査
す
る
な
ら
ば
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
の

立
法
目
的
た
る
法
律
婚
の
尊
重
と
、
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
と
の
間
に
は
何
ら
実
質
的
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
ず
違
憲
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
。

四

若
干
の
考
察

非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
判
例
を
学
説
上
の
議
論
に
照
ら
し
な
が
ら
検
討
す
る
と
、（
一
）
憲
法
二
四
条
二
項

の
解
釈
、（
二
）
憲
法
一
四
条
一
項
違
反
の
合
憲
性
判
断
基
準
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

（
一
）

憲
法
二
四
条
二
項
の
解
釈

最
高
裁
判
所
は
、
立
法
者
が
相
続
制
度
を
設
け
る
に
際
し
て
、
憲
法
二
四
条
二
項
の
み
に
拘
束
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
立
法
者
に
は
ど
の
よ
う
な
相
続
制
度
を
設
け
る
か
に
つ
い
て
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
現
行
民
法

の
採
用
す
る
法
律
婚
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
立
法
府
の
合
理
的
裁
量
判
断
を
超
え
る
も
の
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か
否
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
立
法
府
に
広
い
裁
量
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
な
論
証
方
法
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
相
続
制
度
を
創
設
す
る
際
に
立
法
者
を
拘
束
す
る
憲
法
条
文
と
し
て
憲
法
二
四
条
二
項
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
一
三

条
、
憲
法
一
四
条
一
項
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

憲
法
一
三
条
は
個
人
の
尊
厳
を
憲
法
の
基
本
原
理
と
し
、
憲
法
二
四
条
二
項
は
、
婚
姻
・
相
続
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
も
個
人
の

尊
厳
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
一
四
条
一
項
は
、
個
人
の
尊
厳
を
基
礎
に
国
民
生
活
全

般
に
わ
た
っ
て
法
の
下
の
平
等
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
平
成
一
五
年
判
決
に
付
さ
れ
た
深
澤
武
久
裁
判
官
の
反
対
意
見
に

お
い
て
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
二
四
条
二
項
は
、「
我
が
国
の
歴
史
、
伝
統
、
慣
習
、
社
会
的
諸
事
情
、
国
民
感
情
等
を
考
慮

し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
い
た
ず
ら
に
追
従
す
る
の
で
は
な
く
、
個
人
の
尊
厳
を
重
視
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
て

い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
判
例
は
立
法
府
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
理
由
と
し
て
、「
相
続
制
度
は
、
被
相
続
人
の
財
産
を
誰
に
、
ど
の
よ
う
に
承

継
さ
せ
る
か
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
単
に
財
産
上
の
制
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
相
続
制
度
そ
の
も
の
は
財

産
上
の
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
に
つ
い
て
は
単
に
財
産
上

の
制
度
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
付
さ
れ
た
反
対
意
見
に
も
あ
る
よ
う
に
、
従
来
か
ら
、
民
法
九

〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
は
、
非
嫡
出
子
を
嫡
出
子
に
比
べ
て
劣
る
も
の
と
す
る
観
念
が
社
会
的
に
受
容
さ
れ
る
余
地
を
つ
く
る
重

要
な
一
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
非
嫡
出
子
に
と
っ
て
は
精
神
的
な
苦
痛
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
（
４７
）

る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
す
る
な

ら
ば
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
を
単
に
財
産
上
の
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
立
法
府
に
広
い
裁
量
を
認
め
た
上
で
、
民
法
の
法
律
婚
主
義
か
ら
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別

の
合
理
性
を
論
じ
て
い
る
。
法
律
婚
の
尊
重
は
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
立
法
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
価
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値
観
の
変
化
に
よ
っ
て
家
族
や
婚
姻
の
あ
り
方
に
様
々
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
、
現
行
民
法
の
法
律
婚
主
義
か
ら
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
の
合
理
性
を
論
じ
る
と
い
う
論
法
自
体
に
強
い
説
得
力
を
見
い
だ
す
こ
と

は
困
難
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
憲
法
一
四
条
一
項
違
反
の
合
憲
性
判
断
基
準

最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
は
、
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
く
区
別
を
許
容
し
、
不
合
理
な
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
と

解
し
て
る
。
し
か
し
、
不
合
理
な
差
別
に
つ
い
て
の
審
査
基
準
は
、
判
旨
と
学
説
で
大
き
く
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。

最
高
裁
判
所
が
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
つ
い
て
例
示
説
に
立
っ
た
上
で
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲

性
判
断
方
法
と
し
て
合
理
性
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
り
、
法
律
婚
の
尊
重
と
非
嫡

出
子
の
立
場
の
尊
重
と
い
う
立
法
理
由
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
非
嫡
出
子
の
相
続
分
を
嫡

出
子
の
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
は
立
法
理
由
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し

書
前
段
は
合
憲
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
付
さ
れ
た
反
対
意
見
や
、
平
成
一
五
年
判
決
に
付
さ
れ
た
深
澤
武
久
裁
判
官
の
反
対
意
見

と
泉
徳
治
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
い
ず
れ
も
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
つ
い
て
特
別
意
味
説
に
立
っ
て
い
る
。
非
嫡
出

子
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
は
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
に
よ
り
差
別
す
る
こ
と
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
に
該
当
し
、

立
法
目
的
自
体
の
合
理
性
及
び
そ
の
手
段
と
の
実
質
的
関
連
性
に
つ
い
て
よ
り
強
い
合
理
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
は
、
そ
の
子
の
力
に
よ
っ
て
は
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
で
あ
ろ
う
。
通
説
的
に
社
会
的
身
分
を
「
出

生
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
自
己
の
意
思
で
変
え
ら
れ
な
い
社
会
的
な
地
位
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
非
嫡
出
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
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さ
に
社
会
的
身
分
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
通
説
的
な
見
解
で
あ
る
特
別
意
味
説
の
立
場
か
ら
、
後
段
列
挙
事
由
は
、
禁
止
さ

れ
る
差
別
の
中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
事
由
に
よ
る
差
別
に
は
原
則
と
し
て
不
合
理
が
推
定
さ
れ
、
実

質
的
な
合
理
的
関
連
性
の
基
準
を
用
い
て
審
査
す
べ
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

五

お
わ
り
に

本
稿
で
検
討
し
た
判
例
は
い
ず
れ
も
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
嫡
出
子
の
差
別
や
区
別
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

戸
籍
や
住
民
票
に
お
け
る
父
母
と
の
続
柄
や
住
民
票
の
に
お
け
る
世
帯
主
と
の
続
柄
の
記（
４８
）

載
、
親
権
者
の
決
定
方（
４９
）

法
、
父
子
関
係
の
成

立
に
つ
い
て
認
知
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ（
５０
）

と
な
ど
、
現
行
法
上
、
非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
と
異
な
る
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

平
成
七
年
最
高
裁
大
法
廷
決
定
は
、
民
法
が
法
律
婚
主
義
を
採
用
す
る
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
そ
も
そ
も
子
ど
も
に
は
嫡
出
子
と
非

嫡
出
子
と
い
う
属
性
の
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
異
な
る
法
的
取
扱
を
受
け
る
の
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
い
る
。
平
成
一
二
年
、
平

成
一
五
年
判
決
は
、
い
ず
れ
も
平
成
七
年
決
定
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
る
。
平
成
一
五
年
判
決
を
見
る
な
ら
ば
、
平
成
七
年
大
法
廷

決
定
が
今
日
に
お
い
て
も
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
判
旨
の
理
論
枠
組
み
か
ら
す
る

な
ら
ば
、
平
成
七
年
大
法
廷
決
定
の
射
程
範
囲
は
非
常
に
広
く
、
非
嫡
出
子
の
あ
ら
ゆ
る
差
別
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
確
認
さ
せ
ら
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
平
成
一
五
年
判
決
に
付
さ
れ
た
反
対
意
見
や
補
足
意
見
を
み
る
と
、
家
族
や
婚
姻
に
つ
い
て
の
現
実
の

変
化
を
、
最
高
裁
判
所
も
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
様
々
な
価
値
観
の
中
で
、

ど
の
よ
う
な
相
続
制
度
が
「
憲
法
上
」
求
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
真
摯
に
考
察
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
判
旨
の
よ
う
に
民
法
の
法

律
婚
主
義
と
い
う
現
行
の
「
制
度
」
の
枠
内
に
お
い
て
相
続
制
度
を
考
え
る
こ
と
は
、
現
実
の
流
れ
と
一
致
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
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と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
法
上
、
ど
の
よ
う
な
相
続
制
度
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
嫡
出
子
・
非
嫡
出
子
と

い
う
子
ど
も
の
属
性
を
分
け
る
こ
と
自
体
の
意
味
、
そ
し
て
子
ど
も
の
属
性
に
よ
っ
て
相
続
分
の
差
別
を
行
う
こ
と
が
合
理
的
な
の
か

ど
う
か
を
今
一
度
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）

預
金
返
還
請
求
及
び
当
事
者
参
加
事
件
（
最
高
裁
平
一
四
�オ
一
六
三
〇
号
、
平
一
五
・
三
・
二
八
・
二
小
法
廷
判
決
、
上
告
棄
却
、
判

例
時
報
一
八
二
〇
号
六
二
頁
）、
預
金
返
還
請
求
及
び
預
金
返
還
等
請
求
当
事
者
参
加
事
件
（
最
高
裁
平
一
四
�オ
一
九
六
三
号
、
平
一
五
・

三
・
三
一
・
一
小
法
廷
判
決
、
上
告
棄
却
、
判
例
時
報
一
八
二
〇
号
六
二
頁
）。

（
２
）

非
嫡
出
子
に
対
す
る
相
続
差
別
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
九
年
七
月
一
七
日
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
が
「
相
続
に
関
す
る
民

法
改
正
要
綱
試
案
」
を
ま
と
め
て
い
る
（
こ
の
要
綱
試
案
の
基
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
五
年
八
月
一
日
に
公
表
さ
れ
た
法
制
審
議
会
民
法

部
会
身
分
法
小
委
員
会
の
公
表
し
た
「
中
間
報
告
」
で
あ
る
）。
要
綱
試
案
で
は
、「
嫡
出
で
な
い
子
の
相
続
分
は
、
嫡
出
で
あ
る
子
の
相
続

分
と
同
等
と
す
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
�
非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
責
任
を
負
っ

て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
嫡
出
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
は
、
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る
。
�
非
嫡
出

子
と
嫡
出
子
の
相
続
分
を
同
等
に
し
て
も
、
配
偶
者
の
相
続
分
に
は
何
ら
影
響
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
九
八

〇
年
の
立
法
に
際
し
て
は
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
改
正
は
「
時
期
尚
早
」
と
し
て
見
送
ら
れ
て
い
る
。
参
事
官
室
が
こ
の
よ

う
な
要
綱
試
案
を
ま
と
め
た
背
景
に
は
、
欧
米
に
お
い
て
非
嫡
出
子
の
相
続
差
別
を
廃
止
す
る
立
法
動
向
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

中
間
報
告
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
三
〇
号
一
〇
一
頁
（
一
九
七
七
年
）。
要
綱
試
案
に
つ
い
て
は
、
鍛
冶
千
鶴
子
・
加
藤
一
郎
・
栗

原
平
八
郎
・
東
浦
め
い
・
湯
沢
雍
彦
「
相
続
に
関
す
る
民
法
改
正
要
綱
試
案
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
九
号
一
七
頁
（
一
九
七
九
年
）。

（
３
）

遺
産
分
割
審
判
に
対
す
る
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
（
最
高
裁
平
三
�ク
一
四
三
号
、
平
七
・
七
・
五
大
法
廷
決
定
・
民

集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
）。
本
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
熊
田
道
彦
「
嫡
出
性
の
有
無
に
よ
る
法
定
相
続
分
差
別
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

三
〇
号
『
憲
法
判
例
百
選
�
』
六
四
頁
（
一
九
九
四
年
）、
吉
田
克
己
「
非
嫡
出
子
の
相
続
分
規
定
は
合
憲
か
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
二

号
『
家
族
法
判
例
百
選
﹇
第
六
版
﹈』
一
一
四
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
久
貴
忠
彦
「
非
嫡
出
子
の
相
続
分
に
関
す
る
大
法
廷
決
定
を
め
ぐ
っ
て
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
九
号
四
四
頁
（
一
九
九
五
年
）、
野
山
宏
「
非
嫡
出
子
相
続
分
違
憲
特
別
抗
告
事
件
最
高
裁
大
法
廷
決
定
」
ジ
ュ
リ
ス
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ト
一
〇
七
九
号
五
三
頁
（
一
九
九
五
年
）、
東
京
大
学
判
例
研
究
会
（
石
川
健
治
）「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
（
民
集
四
九
巻
七
号
）」

法
学
協
会
雑
誌
一
一
四
号
一
二
号
一
五
三
三
頁
（
一
九
九
七
年
）、
東
京
大
学
判
例
研
究
会
（
大
村
敦
志
）「
最
高
裁
判
所
民
事
判
例
研
究
（
民

集
四
九
巻
七
号
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
四
巻
一
二
号
一
五
五
八
頁
（
一
九
九
七
年
）、
米
倉
明
「
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
差
別
は
違
憲
か
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
九
〇
号
四
頁
（
一
九
九
五
年
）、
高
見
勝
利
「
非
嫡
出
子
相
続
分
規
定
大
法
廷
決
定
（
最
高
裁
平
成
七
年
七
月
五
日
）
を

読
む
―
憲
法
の
立
場
か
ら
―
」
法
学
教
室
一
八
三
号
一
六
頁
（
一
九
九
五
年
）、
右
近
健
男
「
非
嫡
出
子
相
続
分
規
定
大
法
廷
決
定
（
最
高

裁
平
成
七
年
七
月
五
日
）
を
読
む
―
民
法
の
立
場
か
ら
―
」
法
学
教
室
一
八
三
号
二
四
頁
（
一
九
九
五
年
）、
二
宮
周
平
「『
非
嫡
出
子
』
の

相
続
分
差
別
撤
廃
へ
向
け
て
（
一
）
・
（
二
・
完
）」
立
命
館
法
学
二
二
三
・
二
二
四
号
二
六
七
頁
、
二
二
五
・
二
二
六
号
二
一
二
頁
（
一

九
九
二
年
）。

（
４
）

と
り
わ
け
詳
細
に
事
案
の
特
殊
性
を
強
調
し
な
が
ら
論
じ
た
評
釈
と
し
て
は
、
米
倉
明
・
前
掲
論
文
註
（
３
）
四
頁
。

（
５
）

預
金
払
戻
請
求
事
件
（
最
高
裁
平
一
一
�オ
一
四
五
三
号
、
平
一
二
・
一
・
二
七
・
一
小
法
廷
判
決
、
上
告
棄
却
、
判
例
時
報
一
七
〇
七

号
一
二
一
頁
）。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
只
野
雅
人
「
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
五
〇
号
一
一

一
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）。

（
６
）

平
成
一
五
年
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
本
山
敦
「
非
嫡
出
子
相
続
分
差
別
の
違
憲
性
」
法
学
教
室
二
七
六
号
八
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
７
）

�
、
�
事
件
の
事
案
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
相
続
人
の
妻
及
び
嫡
出
子
で
あ
る
原
告
が
、
被
告
た
る
金
融
機
関
に
対
し
、
法
定
相

続
分
に
従
い
被
相
続
人
の
遺
産
で
あ
る
同
人
の
被
告
に
対
す
る
普
通
預
金
等
の
支
払
い
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
被
相
続
人
の
非
嫡
出
子
で
あ
る

参
加
人
ら
が
、
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
と
の
間
の
相
続
分
は
同
一
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し
て
、
被
告
人
に
対
し
、
こ
れ
に
従
っ
た
預
金
支
払
い

を
求
め
た
。
そ
こ
で
、
参
加
人
は
民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
が
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
す
る
旨
を
主
張
し
た
。

（
８
）

平
成
七
年
大
法
廷
決
定
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
註
（
３
）
に
挙
げ
た
評
釈
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
）

久
貴
忠
彦
・
前
掲
論
文
註
（
３
）
四
六
頁
。

（
１０
）

石
川
健
治
・
前
掲
論
文
註
（
３
）
一
〇
二
頁
。

（
１１
）

遺
産
分
割
審
判
に
対
す
る
抗
告
事
件
（
東
京
高
裁
平
成
三
年
三
月
二
九
日
第
五
民
事
部
決
定
・
平
二
�ラ
八
一
九
号
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
七

六
四
号
一
三
三
頁
）。
本
件
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
棟
居
快
行
「
非
嫡
出
子
の
相
続
分
を
定
め
た
民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
の
合
憲
性
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
二
号
二
二
頁
（
一
九
九
二
年
）。
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（
１２
）

静
岡
家
裁
熱
海
出
張
所
平
二
（
家
）
第
一
三
八
号
・
平
二
・
一
二
・
一
二
決
定
。

（
１３
）

遺
産
分
割
審
判
に
対
す
る
抗
告
事
件
（
東
京
高
裁
平
四
�ラ
一
〇
三
三
号
、
平
五
・
六
・
二
三
民
三
部
決
定
、
判
例
時
報
一
四
六
五
号
五

五
頁
）。
本
件
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
長
尾
英
彦
「
非
嫡
出
子
に
対
す
る
相
続
分
差
別
の
違
憲
性
」
平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説
・
ジ
ュ
リ

ス
ト
臨
時
増
刊
一
〇
四
六
号
二
〇
頁
（
一
九
九
四
年
）、
米
倉
明
「
非
嫡
出
子
の
相
続
分
規
定
は
合
憲
か
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
家
族
法
判

例
百
選
﹇
第
五
版
﹈
一
五
二
頁
（
一
九
九
五
年
）、
伊
藤
昌
司
「
民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
前
段
の
規
定
の
違
憲
性
」
判
例
時
報
一
四
八
二

号
二
〇
三
頁
（
一
九
九
六
年
）、
二
宮
周
平
「
非
嫡
出
子
差
別
は
く
ず
れ
た
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
五
号
五
三
頁
（
一
九
九
三
年
）、
米
沢
広

一
「
民
法
九
〇
〇
条
四
号
但
書
の
合
憲
性
を
問
う
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
五
号
五
八
頁
（
一
九
九
三
年
）、
石
川
稔
・
久
貴
忠
彦
・
庄
司
洋

子
・
二
宮
周
平
・
水
野
紀
子
「
非
嫡
出
子
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
―
相
続
分
か
ら
婚
姻
制
度
の
ゆ
く
え
ま
で
―
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
二

号
三
四
頁
（
一
九
九
三
年
）、
加
藤
一
郎
「
非
嫡
出
子
の
相
続
分
に
つ
い
て
―
東
京
高
裁
の
違
憲
決
定
を
め
ぐ
る
状
況
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇

四
二
号
（
一
九
九
四
年
）、
戸
波
江
二
「
国
の
関
与
し
な
い
違
憲
判
決
？
」
法
学
教
室
一
六
六
号
五
九
頁
（
一
九
九
四
年
）。

（
１４
）

共
有
権
確
認
・
同
反
訴
請
求
控
訴
事
件
（
平
三
年
�ネ
一
五
〇
六
号
、
判
例
時
報
一
五
一
二
号
）。
評
釈
と
し
て
、
中
山
道
子
「
非
嫡
出
子

相
続
分
規
定
の
合
憲
性
」
平
成
六
年
度
重
要
判
例
解
説
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
〇
六
八
号
八
頁
（
一
九
九
五
年
）。

（
１５
）

平
成
五
年
（
家
）
第
五
三
九
号
。

（
１６
）

二
宮
周
平
・
前
掲
論
文
註
（
１３
）
五
五
頁
、
米
沢
広
一
・
前
掲
論
文
註
（
１３
）
五
八
頁
。

（
１７
）

二
宮
周
平
・
前
掲
論
文
註
（
１３
）
五
七
頁
。

（
１８
）

久
貴
忠
彦
・
前
掲
論
文
註
（
３
）
四
九
頁
。

（
１９
）

本
山
敦
・
前
掲
論
文
註
（
６
）
八
七
頁
。

（
２０
）

我
妻
榮
「『
私
生
子
』
の
保
護
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
号
五
五
頁
（
一
九
五
九
年
）。

（
２１
）

伊
藤
昌
司
・
前
掲
論
文
註
（
１３
）
二
〇
三
頁
。

（
２２
）

右
近
健
男
・
前
掲
論
文
註
（
３
）
二
四
頁
。

（
２３
）

法
学
協
会
『
注
解
日
本
国
憲
法
（
上
巻
）』
四
七
八
頁
（
一
九
五
三
年
）。

（
２４
）

法
学
協
会
・
前
掲
書
註
（
２３
）
四
七
八
頁
。

（
２５
）

宮
沢
俊
義
﹇
芦
部
信
喜
補
訂
﹈『
全
訂
日
本
国
憲
法
』
二
六
四
頁
（
一
九
七
八
年
）。
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（
２６
）

高
見
勝
利
・
前
掲
論
文
註
（
３
）
一
九
頁
。

（
２７
）

芦
部
信
喜
「
合
憲
性
推
定
の
原
則
と
立
法
事
実
の
審
査
」
同
著
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
一
一
七
頁
（
一
九
七
三
年
）。

（
２８
）

民
法
九
〇
〇
条
四
号
た
だ
し
書
前
段
の
合
憲
性
審
査
基
準
に
焦
点
を
当
て
た
論
文
と
し
て
、
君
塚
正
臣「
非
嫡
出
子
諸
差
別
の
合
憲
性
」

同
著
『
性
差
別
司
法
審
査
基
準
論
』
三
〇
九
頁
（
一
九
九
六
年
）、
同
著
「
非
嫡
出
子
の
憲
法
学
―
非
嫡
出
子
差
別
事
例
の
審
査
基
準
論
を

中
心
に
―
」
阪
大
法
学
四
四
巻
二
・
三
号
・
上
巻
（
一
九
九
四
年
）。

（
２９
）

伊
藤
正
己
『
憲
法

第
三
版
』
二
四
八
頁
（
一
九
九
五
年
）。

（
３０
）

最
高
裁
判
所
が
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
を
例
示
列
挙
説
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
判
例
と
し
て
、
尊
属
殺

人
重
罰
規
定
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
（
最
大
判
昭
和
四
八
・
四
・
四
刑
集
二
七
巻
三
号
一
六
五
頁
）。

（
３１
）

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法

第
三
版
』
一
三
〇
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
３２
）

芦
部
信
喜
「
憲
法
一
四
条
一
項
の
構
造
と
違
憲
審
査
基
準
―
法
の
下
の
平
等
（
三
）」
法
学
教
室
一
三
九
号
九
一
頁
（
一
九
九
二
年
）。

（
３３
）

芦
部
信
喜
・
前
掲
論
文
註
（
３２
）
九
三
頁
。

（
３４
）

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
・
前
掲
書
註
（
３１
）
一
二
五
頁
。

（
３５
）

佐
藤
幸
治
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』
四
七
一
頁
（
一
九
九
五
年
）。

（
３６
）

憲
法
一
四
条
一
項
の
後
段
列
挙
事
由
に
疑
わ
し
い
区
分
と
解
し
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
差
別
は
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法

第
二
版
』
三
六
七
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。
松
井
教
授
は
、
一
四
条
を
「
無
意
味
に
し
な
い
」
た
め
に
は
こ

の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
し
、
後
段
列
挙
事
由
に
よ
る
差
別
は
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
政
府
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の

で
な
い
限
り
は
、
一
四
条
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

（
３７
）

伊
藤
正
己
・
前
掲
書
註
（
２９
）
二
四
九
頁
。

（
３８
）

三
段
階
審
査
基
準
を
提
唱
す
る
芦
部
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
審
査
基
準
の
細
分
化
は
、
違
憲
審
査
を
機
械
的
な
当
て
は
め
作
業
に
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
芦
部
教
授
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
後
段
列
挙
事
由
を
理
由
と
す
る
差
別
を
す
べ
て
実
質
的
な
合
理

的
関
連
性
の
基
準
で
審
査
す
る
と
し
た
上
で
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
厳
格
度
を
強
め
る
方
が
妥
当
と
も
言
え
る
と
論
じ
て
い
る
。
芦

部
信
喜
・
前
掲
論
文
註
（
３２
）
一
三
九
頁
。

（
３９
）

芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
・
前
掲
書
註
（
３１
）
一
二
三
頁
。
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（
４０
）

戸
松
教
授
は
、
平
等
権
侵
害
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
審
査
基
準
で
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
�
精
神
的

自
由
や
そ
の
他
の
基
本
的
人
権
お
よ
び
憲
法
一
四
条
後
段
列
挙
事
由
に
つ
い
て
法
が
差
別
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁

判
所
は
、
そ
れ
が
「
不
快
な
差
別
」
に
当
た
る
と
し
て
厳
格
な
審
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
�
差
別
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ
る
権
利
や
利
益
が

右
の
範
疇
に
含
ま
れ
な
い
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
、
個
別
に
、
事
件
ご
と
に
、
単
な
る
合
理
性
の
基
準
に
よ
ら
な
い
厳
格
度
を
増
し
た
合
理

性
の
基
準
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
戸
松
秀
典
『
平
等
原
則
と
司
法
審
査
』
三
二
五
頁
（
一
九
九
〇
年
）。

（
４１
）

野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
俊
『
憲
法
�

第
三
版
』
二
七
五
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
４２
）

宮
沢
俊
義
『
憲
法
�

新
版
』
二
八
四
頁
（
一
九
七
一
年
）。

（
４３
）

佐
藤
幸
治
・
前
掲
書
註
（
３５
）
四
七
四
頁
。

（
４４
）

野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
・
前
掲
書
註
（
４１
）
二
七
六
頁
。

（
４５
）

野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
・
前
掲
書
註
（
４１
）
二
七
六
頁
、
松
井
茂
記
・
前
掲
書
註
（
３６
）
三
八
〇
頁
。

（
４６
）

芦
部
信
喜
・
前
掲
論
文
註
（
３２
）
九
一
頁
。

（
４７
）

二
宮
周
平
・
前
掲
論
文
註
（
１３
）
五
三
頁
。

（
４８
）

嫡
出
子
の
場
合
、
戸
籍
に
お
け
る
父
母
と
の
続
柄
は
「
長
男
」、「
長
女
」、
非
嫡
出
子
の
場
合
に
は
「
男
」、「
女
」
と
記
載
さ
れ
る
。
住

民
票
に
お
い
て
は
、
嫡
出
子
は
「
長
男
」、「
長
女
」、
非
嫡
出
子
の
場
合
は
「
子
」
と
記
載
さ
れ
る
。
住
民
票
に
お
い
て
世
帯
主
と
の
続
柄

欄
に
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
で
区
別
し
て
表
記
す
る
こ
と
の
取
り
消
し
と
当
該
市
に
対
し
国
家
賠
償
な
ど
を
求
め
た
事
件
に
つ
き
、
最
高
裁

判
所
は
世
帯
主
と
の
続
柄
を
「
子
」
記
載
し
た
こ
と
は
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
上
違
法
で
は
な
い
と
判
決
し
た
。
住
民
票
記
載
処
分
折
り
消

し
、
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
平
成
七
年
（
行
ツ
）
第
一
一
六
号
（
最
高
裁
平
成
一
一
年
一
月
二
一
日
第
一
小
法
廷
判
決
、
判
例
時
報
一
五
二

九
号
二
九
頁
）。
な
お
、
非
嫡
出
子
の
続
柄
を
「
子
」
と
記
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
一
二
月
に
嫡
出
子
と
差
別
が
な
い
よ
う

に
住
民
基
本
台
帳
事
務
処
理
要
項
が
改
正
さ
れ
て
い
る
。
本
件
評
釈
と
し
て
、
阿
部
泰
隆
「
住
民
票
非
嫡
出
子
差
別
訴
訟
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

一
五
六
号
九
九
頁
（
一
九
九
九
年
）。

（
４９
）

嫡
出
子
が
父
母
の
共
同
親
権
と
な
る
（
民
法
八
一
八
条
三
項
）
の
に
対
し
、
非
嫡
出
子
の
場
合
は
、
父
母
の
ど
ち
ら
か
の
親
権
と
な
る

（
民
法
八
一
九
条
四
項
）。

（
５０
）

嫡
出
子
は
父
の
子
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
（
民
法
七
七
二
条
）
が
、
非
嫡
出
子
は
認
知
が
必
要
と
さ
れ
る
（
民
法
七
七
九
条
）。
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